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解
散
公
告

当
社
は
、
株
主
総
会
の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し

た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の

翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

栃
木
県
宇
都
宮
市
泉
町
六
番
三
〇
号

株
式
会
社
サ
ン
シ
ャ
イ
ン

代
表
清
算
人

大
﨑

史
雄

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

栃
木
県
真
岡
市
さ
く
ら
三
丁
目
五
番
六
号

株
式
会
社
エ
ヌ
テ
ィ
プ
ラ
ン

代
表
清
算
人

野
沢

匡
夫

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
四
月
三
十
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

群
馬
県
伊
勢
崎
市
境
下
武
士
四
〇
一
番
地
一

有
限
会
社
大
里
工
業

清
算
人

大
里

崇

解
散
公
告

当
法
人
は
、
令
和
八
年
五
月
十
七
日
開
催
の
社
員
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
法
人
に
債

権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以

内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

埼
玉
県
春
日
部
市
豊
町
二
丁
目
一
〇
番
地
二
七

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｇ
Ｐ
農
法
推
進
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト

清
算
人

水
井

隆
治

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

千
葉
市
中
央
区
問
屋
町
一
番
五
五
号

グ
ロ
ー
バ
ル
情
報
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
株
式
会
社

代
表
清
算
人

福
瀧

円
香

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

千
葉
市
美
浜
区
真
砂
三
丁
目
一
八
番
二
棟
五
〇
四
号

株
式
会
社
オ
フ
ィ
ス
・
ア
イ

代
表
清
算
人

井
澤

勇
八

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

千
葉
県
習
志
野
市
香
澄
五
丁
目
六
番
三
号

Ｒ
＆
Ｓ

Ｉ
ｎ
ｓ
ｔ
ｉ
ｔ
ｕ
ｔ
ｅ
株
式
会
社

代
表
清
算
人

新
井

敏
夫

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

千
葉
県
印
西
市
浦
部
四
五
八

山
由
日
本
株
式
会
社

代
表
清
算
人

元
中

健
二

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

東
京
都
大
田
区
多
摩
川
一
丁
目
五
番
一
六
号

有
限
会
社
東
宝
商
会

清
算
人

川
口
ま
ゆ
み

解
散
公
告

当
法
人
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
法
人
に
債

権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以

内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い

と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

東
京
都
練
馬
区
石
神
井
町
二
丁
目
二
七
番
九
号

メ
ゾ
ン
石
神
井
一
〇
三一

般
社
団
法
人
Ａ
ｉ
ｔ
ｉ
ｅ

代
表
清
算
人

加
藤

愛
可

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
の
総
社
員
の
同
意

に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す

る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申

し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

東
京
都
町
田
市
原
町
田
六
丁
目
九
番
八
号
Ａ
Ｅ
Ｔ

Ａ
町
田
ビ
ル
四
階

Ｂ
Ｕ
Ｓ
Ｏ

Ａ
Ｇ
Ｏ
Ｒ
Ａ
内

ジ
ャ
ス
ト
コ
ン
・
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
・
ジ
ャ

パ
ン
合
同
会
社

代
表
清
算
人

小
野

靖
博

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
四
月
三
十
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら

除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

東
京
都
新
宿
区
岩
戸
町
一
七
番
地

株
式
会
社
文
栄
堂
販
売

代
表
清
算
人

益
井

英
博

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
六
月
九
日
開
催
の
株
主
総
会
の
決

議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有

す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お

申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

東
京
都
港
区
新
橋
四
丁
目
二
一
番
三
号

Ｄ
ｅ
ｄ
ｉ
Ｐ
ｒ
ｏ
ｇ

Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ
株
式
会
社

代
表
清
算
人

永
井

亮
雄

解
散
公
告

当
法
人
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
法
人
に
債

権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以

内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

東
京
都
品
川
区
上
大
崎
三
丁
目
一
番
一
号
目
黒
セ

ン
ト
ラ
ル
ス
ク
エ
ア
一
五
Ｆ

一
般
社
団
法
人
ふ
じ
ろ
く

代
表
清
算
人

池
田

勉

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
六
月
一
日
開
催
の
株
主
総
会
の
決

議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有

す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お

申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

東
京
都
中
央
区
湊
三
丁
目
三
番
二
号

株
式
会
社
ゲ
イ
ン
ガ
レ
ー
ジ

代
表
清
算
人

山
本

雅
啓


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